
コロナ禍の避難所運営
～実務編～

令和4年9月25日若浜コミセン
酒田市総務部危機管理課

若浜学区防災連絡協議会 避難所運営研修会



①避難所生活の基本は避難者の「自主運営」

確認すること

②避難所の開設手順(開錠～点検～受入)

③避難所の運営体制

④避難者受け入れの流れ
感染症対応＋



■各活動班の役割を知る

コロナ禍の避難所運営のイメージをつかむ

本日の到達目標

■コロナ禍における受入手順及び運営を知る



本日の内容

②避難所運営の組織

①コロナ禍の避難所運営の考え方

③各班の活動

④実技(資機材取扱い、受付要領等)



①日本国内の感染者は2078万1057人(R4.9.20現在)
②高齢者、基礎疾患のある方、妊娠中の方は重症

化リスクが高い
③感染経路は飛沫感染と接触感染
④感染させてしまう可能性がある期間は、発症２

日前から発症後７～１０日後
⑤ワクチンの発症予防効果は９５％程度
⑥変異株への置き換わり

新型コロナウイルス

厚生労働省ＨＰより



感染症防護の三原則

時 間

距 離

遮 蔽

時間を短く距離をとる

遮る



①マスク着用(不織布の推奨)
②手洗い(水とﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟで十分な効果がある)
③人との距離をとる
④人が密集している所は避ける
⑤大人数や長時間におよぶ飲食を避ける
⑥定期的な換気
⑦共用部分の消毒 など

感染予防対策（ゼロ密）



コロナ禍の避難所運営

より早くスムーズに
受け入れたい

コロナ対策は後回し

必要以上に間隔を開けて
ベッドを配置する

たくさんの避難者を
受け入れたい 過度な消毒等感染リスクの高い

高齢者等への過度な制約

避難者
受入

コロナ
対応



避難所運営 感染症対策

コロナ禍の避難所運営



本日の内容

②避難所運営の組織

①コロナ禍の避難所運営の考え方

③各班の活動

④実技(資機材取扱い、受付要領等)



その前に、、、

避難者の視点から避難所生
活を見てみましょう



避 難 所 生 活自 主 運 営



避難所をつくること＝地域をつくること



避難所運営の構図
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本日の内容

②避難所運営の組織

①コロナ禍の避難所運営の考え方

③各班の活動

④実技(資機材取扱い、受付要領等)



各活動班

総 務 班

名 簿 班

衛 生 班

救 護 班

食料・物資班

情報広報班



総務班の活動

①避難所の区画整理

③避難所ルールの周知、防火防犯対策

④ボランティア対応

⑤その他調整

P12

②段ボールベッド等の組立(各班と協力)



総務班の活動

「山形県避難所における新型コロナ
ウイルス感染予防ガイドライン」より

受 付

密集回避

全体のレイアウト
（参考）



総務班の活動



区画整理の例（初期）
総務班の活動 P16～21

おむつ
交換

居
住
組
①

（
Ａ
自
治
会
）

居住組②
（Ｂ自治会）

居住組②
（Ｂ自治会）

居住組③
（Ｃ自治会）

居住組③
（Ｃ自治会）

要配慮者
スペース

居住組④
（●●アパート自治会）

居住組④
（●●アパート自治会）

女性専用
スペース

物
資
集
積
・
配
布

受付等

通路幅は２ｍ以上を確保

出
入
口
の
管
理



区画整理の例（初期）
総務班の活動 P16～21

【区画整理の活用品】
・ブルーシート ・レジャーシート

・段ボール ・毛布

・養生テープ ・その他学校備品等

配置の変更＝移動を見据えた活動を



区画整理の例（再設定）
総務班の活動 P16～21

おむつ
交換

女性専用
スペース

物
資
集
積
・
配
布

受付等

要配慮者
スペース

居
住
組
①

（
Ａ
自
治
会
）

居住組②
（Ｂ自治会）

居住組②
（Ｂ自治会）

居住組③
（Ｃ自治会）

居住組③
（Ｃ自治会）

居住組④
（●●アパート自治会）

居住組④
（●●アパート自治会）

テント

パーテーション

テープ等



区画整理の例（再設定）
総務班の活動

段ボール
パーテーション

多目的テント



区画整理の例（再設定）
総務班の活動

「避難所における
新型コロナウイル
ス感染症への対応
の参考資料（第２
版）について」

内閣府 府政防第
1262号より



ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ・ﾃﾝﾄの活用例
総務班の活動

「避難所における新型コロナウイルス
感染症対策ガイドライン」

（東京都避難所管理運営の指針別冊）より



テープ等による区画表示例
総務班の活動

「避難所における新型コロナウイルス
感染症対策ガイドライン」

（東京都避難所管理運営の指針別冊）より



区画整理のポイント
総務班の活動 P16～21

①入口・出口は一方通行(入口は１箇所)

②通路幅は２ｍ以上を確保
(区画間は１ｍ～２ｍ以上)

④障がい者等の要配慮者スペースの確保

⑤授乳室や女性専用スペースの確保

⑥学校備品等の有効活用

③ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ１区画(２ｍ×２ｍ＝４㎡ ２名程度)



各活動班

総 務 班

名 簿 班

衛 生 班

救 護 班

食料・物資班

情報広報班



名簿班の活動

①避難者の入所・
退所の管理(受付)

P12

②避難者数の把握
(避難者名簿の作成)



受 付
名簿班の活動

①検温・問診

②避難者カード記入 ③一般受付

発熱症状等なし

自宅療養者・濃厚接触者・
発熱症状等あり

②体調不良者専用受付へ

一
般
ス
ペ
ー
ス
へ

体
調
不
良
者

専
用
ス
ペ
ー
ス
へ



受付レイアウト（例）
名簿班の活動

「岐阜県避難所運営ガイドライン
新型コロナウイルス感染症対策編」より



受付のポイント
名簿班の活動

①検温・受付スペース → 屋外又は玄関入口
(天候等も考慮しながら)

③発熱症状等がある場合は、
体調不良者専用スペースへ誘導

②受付までの動線管理、各種案内の明示
(パイロン、案内表示、拡声器等)

④アルコール消毒薬、マスク等の準備



避難者数の把握
名簿班の活動 P22～26

①安否の確認

目的として、

②食料・物資の必要数の把握

③避難者に必要な支援等の把握

初期の混雑が収まってきたら、

→避難者名簿の作成へ着手



避難者名簿
名簿班の活動 P70・71



在宅避難者名簿
名簿班の活動 P72・73



避難者
カード

名簿班の活動

P66～67



簡易避難者カード
名簿班の活動 P23・88・89

表面 裏面



各活動班

総 務 班

名 簿 班

衛 生 班

救 護 班

食料・物資班

情報広報班



情報広報班の活動

①情報の受信・発信

③掲示作業

②避難者への広報

④その他(安否確認窓口、郵送物)

P13



広 報
情報広報班の活動 P44～47

【手段】

・掲示板

・可搬型拡声設備（メガホン等）

・肉声

・放送設備

目的と対象者（範囲）に応じて



掲示物（例）
情報広報班の活動 P41～43



掲示物（例）
情報広報班の活動 P41～43



掲示板
情報広報班の活動 P41～43

情報を整理し、見やすい工夫を！



各活動班

総 務 班

名 簿 班

衛 生 班

救 護 班

食料・物資班

情報広報班



食料・物資班の活動

①食料・物資の
調達、管理、配布

②調理設備等の確認

P13



配布場面
食料・物資班の活動

【手渡し】 【置き配】



食料・物資配布について
食料・物資班の活動

「避難所における新型コロナウ
イルス感染症への対応の参考資

料（第２版）について」
内閣府 府政防第1262号より



食料・物資配布のポイント
食料・物資班の活動 P48～51

①原則、避難者に平等に配布

②食料・物資が不足している時は、子供、妊産婦、
高齢者、障がい者等に優先的に配布

③配布方法の工夫による混雑の防止
(配布場所の複数設置、配布タイミングの分散等)

④備蓄で足りない場合は「物資配送依頼票」によ
り、市災害対策本部へ要請



物資配送依頼票
食料・物資班の活動 P80・81



各活動班

総 務 班

名 簿 班

衛 生 班

救 護 班

食料・物資班

情報広報班



救護班の活動

①体調不良者専用スペースの設営

②応急手当、救急要請

③要配慮者への対応

P13

④その他(受付対応への協力等)



体調不良者専用スペース

①検温・問診

②避難者カード記入 ③一般受付

発熱症状等なし

自宅療養者・濃厚接触者・
発熱症状等あり

②体調不良者専用受付へ

一
般
ス
ペ
ー
ス
へ

体
調
不
良
者

専
用
ス
ペ
ー
ス
へ

救護班の活動



体調不良者専用ｽﾍﾟｰｽの設営
救護班の活動

■段ボールベッド、
パーテーションの
優先配置

■ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝの入り口
を互い違いに設定

■定期的な換気の実施

■パーテーション間の
離隔距離は２ｍ以上

「避難所における新型コロナウイルス感染症
への対応の参考資料（第２版）について」

内閣府 府政防第1262号より



応急手当
救護班の活動 P38～39

①保健室等の利用

②人材の確保・連携(医師、看護師、消防職員等)

③用品の確保(救急セット、ＡＥＤ)

④感染防護具の正しい着脱



感染防護具の着装
救護班の活動

「新型コロナウイルスから
皆さんの安全を守るために」

統合幕僚監部より



感染防護具の着装
救護班の活動

「新型コロナウイルスから
皆さんの安全を守るために」

統合幕僚監部より



感染防護具の脱装
救護班の活動

「新型コロナウイルスから
皆さんの安全を守るために」

統合幕僚監部より



感染防護具の脱装
救護班の活動

「新型コロナウイルスから
皆さんの安全を守るために」

統合幕僚監部より



感染防護具の脱装
救護班の活動

脱装後の手指消毒

「新型コロナウイルスから
皆さんの安全を守るために」

統合幕僚監部より



要配慮者への対応
救護班の活動 P32～37

①優先的な対応（居住スペース、食料等）

②福祉避難所受け入れの要請等

③その他生活支援



協力要請書

救護班の活動



人材の確保
救護班の活動



各活動班

総 務 班

名 簿 班

衛 生 班

救 護 班

食料・物資班

情報広報班



衛生班の活動

①トイレの確保及び使用ルールの周知徹底

②ペット同行避難者への対応

③水の確保

④衛生管理

P13



施設のトイレ
簡易トイレ
(携帯トイレ)

簡易トイレ
(組立式トイレ)

仮設トイレ

通常通り使用でき
る場合

断水しているが、
トイレ用水を確保で
きる場合

下水道や浄化槽の
被災等で流すことが
できない場合

施設のトイレが使
用できない場合

要請後の設置(時間
を要する)

トイレの確保
衛生班の活動 P56～59



トイレ運用のポイント

衛生班の活動 P28～32

①施設トイレの使用可否を早期に確認し、必要に
応じてトイレ用水の確保、簡易トイレの活用

②トイレ使用ルール(方法)の作成と周知

③トイレ清掃の分担(当番制)



ペット同行避難者への対応

衛生班の活動 P40・43



ペット同行避難者への対応

衛生班の活動 P40・43

①「避難所ペット登録台帳」への記載

②原則、屋外スペースで飼育

③飼育は責任をもって飼い主が行う

④ペット飼育ルールの順守



衛生管理
衛生班の活動 P58・59

①ゴミ集積場所の管理

②消毒薬等の衛生用品の配置・補充

⑥感染症予防の啓発(ポスターの掲示等)

③共用部分の清掃・消毒

④定期的な換気

⑤衛生環境の点検



ゴミの分別・集積・処分
衛生班の活動

「避難所における新型コロナウ
イルス感染症への対応の参考資

料（第２版）について」
内閣府 府政防第1262号より



ゴミ処理のポイント
衛生班の活動

①集積場所は匂いに配慮、直射日光を避ける

②ゴミに直接触れない

③ゴミ処理の際は感染防護具を着用する

④専用スペースから出るゴミと分ける（明示等）

P59



清掃・消毒
衛生班の活動

「避難所における新型
コロナウイルス感染症
への対応の参考資料
（第２版）について」
内閣府 府政防第1262

号より



消毒
衛生班の活動

① 0.05％以上の次亜塩
素酸ナトリウム液を作る
場合、水1ℓにハイター
25㎖(キャップ1杯分)

※購入から3か月以内の場
合は、水1ℓにハイター
10㎖(キャップ約0.4杯
分)が目安

②液に布(又はペーパータ
オル等)をしっかり含ま
せて絞る。

③ドアノブや取っ手などを
拭く。

③拭き終わった後は、必ず
清潔な布や紙を用いて、
十分に水拭きする。

※拭き残しは金属を腐食さ
せることがある。

手すり、ドアノブ、スイッチ、蛇口などの消毒に有効

※液を作る際は手袋を着用し、換気を実施する。また、目や肌への付着に注意する。



➣一旦、休憩をします。

休憩後、実際にダンボールベッド
などを組み立ててみましょう。

ここまでで、何かご質問等あり
ますか。





折りたたみ式ベッド
（２０台）

ダンボールベッド
（２０台）

簡易ベッド
（５台）

多目的テント

（４張）

間仕切り
ダンボール
パーテーション
（２０セット）

マスク（２５０枚）
アルコール（５本）

体温計
・非接触（学校４・コミセン１）
・電子式（学校４・コミセン２）

フェイスガード
（５枚）

使い捨てガウン
（１０着）

使い捨て手袋
（１００セット）



避難所運営の基本的な内容
は、酒田市避難所運営マニュ
アルに載っています。詳細は
当マニュアルをご覧ください。

また、コロナ禍の対策につ
いては、内閣府、厚生労働省、
山形県又は各都県で示してい
る指針などを参考に紹介しま
した。あくまでも方法の一つ
であることをご理解ください。

おわりに





大変お疲れ様でした


